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本事業は新たに事業費の予算化の要望を行う全体事業費が１０億円以上のもの

に該当するため、今回、本調書により京都府公共事業評価に係る第三者委員会に

事前評価を諮るものである。 

※京都府公共事業事前評価実施要綱の第 2 条（１）に該当する。 



関-3 

 

 

１ 事業概要 

本事業「府営農業競争力強化農地整備事業」については、農林水産省農村振興局が所管す

る国庫補助事業である。 

事業目的は、地域全体の一体的な農地整備によって、労働・土地生産性が向上し、併せて競

争力のある農業の実現を目指し将来にわたり地域農業を担う者又は法人等（以下「担い手」とい

う。）への農地集積・集約化や生産効率の向上、高収益作物への転換を可能とする農地の大区画

化等でスマート農業等にも対応した農地の整備を行うものである。 

本事業実施は、土地改良法に基づき、地域の農業者が、事業を実施する区域を定めて、都道

府県が行うべき「都道府県営土地改良事業」として都道府県知事に申請されたものである。 

都道府県が行うべき都道府県営土地改良事業として申請するべき事業の要件としては、区画

整理で概ね２０ha 以上の受益地とするもので、本地区はこれに合致し、以下に記述する事業の必

要性を考慮し、府営土地改良事業として実施することとしたものである。 

また、地域からの申請事業であり、地元負担を伴うものである。 

 

表―１   関地区の事業費の負担割合  

 

負担割合 

国 京都府 京丹後市 地元農家 

５５％ ２７．５％ １０％ ７．５％ 

※国及び京都府の事業費の負担割合は、農林水産省が示す「土地改良事業における地方公共

団体の負担割合の指針（ガイドライン）」による。 

 

 

図―１   事業のスキーム 
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２ 事業を巡る社会経済情勢等（事業の必要性） 

〇過疎化、高齢化による担い手不足 

本地区が位置する、京都府京丹後市は、京都府北部にあり著しく過疎化、高齢化が進んでおり、

特に農村部については、その進み方が顕著である。 

国勢調査によると、京丹後市全体人口は、平成２年（１９９０年）では、６９，０８５人であったが、 

令和２年（２０２０年）では、５０，８６０人となっており、３０年間で約２６％の人口減少があった。 

 また、高齢化率において、京丹後市は、同期間で高齢化率（６５歳以上人口の割合）が１８．９％

から３８．２％に上昇し、全国平均の２８．７％を大きく上回り、高齢化の進行も全国より早いペース

で進んでいる。 

このため、本地区において、農地を守る農業者の高齢化により、近い将来、営農が困難となり、

耕作放棄地が広がる可能性が大きく、また地区の中心的な担い手への作業委託を希望する者が

多くなると考えられる。  

ところが、本地区においては、ほ場の区画が小さく、農道が狭いことで効率的な農作業を行う上

で妨げとなっていることから、担い手への農地集積・集約化が進んでおらず、用水施設が老朽化

による漏水等で農業用水の安定供給に支障を来していることや、施設の維持管理に多大な労力

を必要とする状況である。 

このため、本事業では、区画整理、農道、用排水施設について、一体的に整備を行い、担い手

への農地集積・集約化を進めることや、用水施設整備による営農労力の軽減により、生産性の向

上や乾田化による高収益作物の導入と併せて、農地整備によりスマート農業等の新しい技術の普

及を可能とすることで、将来にわたって農業経営の安定を図り、競争力が強化され、農業の振興

を中心として地域の活性化を目指すものである。  

 

図―２   【年齢区分別の人口推移（国勢調査）】(京丹後市) 

（出典：京丹後市 HP「第９期京丹後市高齢者保健福祉計画」） 
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図―３  【高齢者人口及び高齢化率の推移（国勢調査）】（京丹後市） 

（出典：京丹後市 HP「第９期京丹後市高齢者保健福祉計画」） 

 

京丹後市における同様の理由による事業実施地区は以下のとおり 

京丹後久美浜町 女布
に ょ う

地区 平成２６年度 ～ 令和５年度 

京丹後市丹後町 上宇川
か み う か わ

地区 平成２９年度 ～ 令和８年度（実施中） 

京丹後市久美浜町 平田
ひ ら た

地区 令和２年度  ～ 令和８年度（実施中） 

京丹後市丹後町 徳光
と く み つ

地区 令和７年度  ～ 令和１２年度（実施中） 

 

３ 地域の概要 

本地区は、京都府北部の丹後半島の西部に位置し、地区の西側に二級河川佐濃谷川
さ の た に が わ

が流れ、

地区の南東側を流れる二級河川佐濃谷川水系三原川
み は ら が わ

を水源とした低平地にある農業地帯であり、

水稲を中心とした営農が展開されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関地区 

図-４ 広域位置図 図-５ 詳細位置図 

府営 平田地区 

府道野中小天橋線停車場線 

府道岡田浦明線 

関地区 

三
原
川 
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４ 事業目的 

現況のほ場は昭和３２年に区画整理された一区画約１０a の小さな水田であり、農道幅は約２．

０ｍと狭いため、農作業用機械が大型化している中、効率的な営農の妨げとなっている。 

また、用排水路の老朽化が著しく水管理や維持管理に多大な労力を費やしているとともに、漏

水等により、農業用水の確保において営農に支障をきたしている。 

このため、一体的な農地整備を取り組むことにより、水田の区画を大きくし、農道幅を広く改良し

て大型化した農作業用機械による営農を可能とし、労働力の軽減及び経費の節減を図るとともに、

用水施設を整備して施設の維持管理に係る費用及び労力の軽減を図り、さらに、排水路を整備し

て乾田化することにより高収益作物の作付拡大を図ることができる。これらの農地整備により、将

来にわたりスマート農業等の先端技術の普及が可能となる。 

 

５ 関連計画 

〇京都府総合計画（令和４年１２月） 

将来の農業のあり方や農地利用等を定めた地域計画の作成を強力に推進し、地域の荒廃農

地の発生防止や解消のための話し合い等を促進させ、市町と連携し、農地集積を進めることで、

経営規模を拡大させ、担い手の経営力強化に繋がるスマート技術を組み合わせた先進的な整備

を進めることとしている。 

地域振興計画では、農地集積・集約化による生産性の向上や高収益作物の導入を進めるため、

農地の大区画化、用排水施設の改良、スマート技術を取り入れた先進的な整備等、農業生産基

盤の整備を推進している。 

 

〇京都府農林水産ビジョン（令和５年３月） 

先端技術を利用して、生産力を向上させることで持続可能な魅力ある農林水産業を創造し、安

心、安全をもたらす基盤づくりを進め、食料の安定供給と暮らしの安心を実現する。 

 

６ 事業内容 

場   所 京丹後市久美浜町関地内 

地区面積 Ａ＝２４．６ha 

農家戸数 ６０戸 

総事業費 １，００３，０００千円 

工   期 令和８年度～ 

主要工事 区 画 整 理   Ａ ＝ ２４．６ha  

 道 路 工   Ｌ ＝  ４．８km 

 用 水 路 工   Ｌ ＝  ３．４km 

 排 水 路 工   Ｌ ＝  ３．６km 

 暗渠排水工   Ａ ＝ １０．５ha 
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図-６ 計画平面図 

写真-１ 現況 

写真① 

写真② 

写真① 上流から下流方面 

写真② 下流から上流方面 
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（区画整理） 

本地区は、佐濃谷川の右岸に広がる農地であり、地形勾配は平均Ⅰ＝１/170 の準平坦地であ

る。道路及び排水路等の既設構造物との接続並びに営農作業効率及び地域実情等から区画形

状を検討した結果、長辺１００ｍ、短辺５０ｍの０．５ｈａの区画を標準とし整備をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（道路工） 

現況農道の幅員は約２ｍと狭く、農作業用機械が停車していると離合が不可能である。 

計画農道は、路肩に停車しても離合が可能な幅員とし、幅員の標準を４．０ｍとして整備する。

舗装は砂利舗装とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図―７ 標準区画割図 

現在の狭小なほ場(１０a 程度)の大区画化（標準区画５０a）

を行い、農作業の効率化を図る 

図―８ 標準断面図 

10a 

50a 
50a 

写真-２ 狭小なほ場 

約２ｍ 

４．０ｍ 

農道の幅員を広く（標準４．０ｍ）することで、

大型化する農作業用機械の導入を可能にする 

写真-３ 狭あいな農道 
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（水路工） 

現況水路は用排兼用水路が多く、コンクリート水路の老朽化も著しい。また、一部は土水路の

箇所も存在する。 

用水路は草刈り作業の省力化のためパイプライン化を行い、取水箇所に自動給水栓を設置す

ることで、水管理及び維持管理に要する労力を軽減する。 

排水路は、老朽化した水路の改修及びパイプライン化を行い、維持管理に要する労力を軽減

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

用水の水管理の省力化、水路部の草刈り作業の省力化 

排水(パイプライン及び 

コンクリート水路（開水路）） 

用水（パイプライン） 

図―９ 標準断面図 

写真-４ 現況水路 

写真-６ 自動給水栓 

写真-５ 草刈り作業の省力化 
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７ 費用対効果分析（事業の有効性） 

  総費用総便益比は、土地改良事業の経済性評価を行うもので、一定地域（事業実施区域）の

範囲において評価期間（工事実施期間８年＋４０年＝４８年）で必要な投下費用（総費用）と、それ

によって発現する総便益を対比する。 

 

表―２ 総費用総便益比の算定                           （単位：千円） 

区         分 算定式 数 値 備 考 

総費用（現在価値化） ① ＝②＋③ 848,089  

 当該事業による費用 ②  778,038  

その他費用 ③  70,051  

評価期間（当該事業の工事期間＋40 年） ④  48 年 工事期間 R8～R15 

総便益（現在価値化） ⑤  971,037 社会的割引率４％ 

総費用総便益比 ⑥ ＝⑤÷① １．１４  

 

〇「土地改良事業の費用対効果分析マニュアル」（農林水産省令和７年４月）により算出した。 

◇「総費用」：評価期間内の全ての費用（当該当事業費、関連事業費、再整備費等） 

◇「総便益」：作物生産効果、営農経費節減効果、国産農産物安定供給効果等 

◇「総費用総便益比」：「総便益」／「総費用」により算出し、事業の投資効率性を評価 

 

  ※現在価値化は社会的割引率４％で計算しているが、参考に２％でも算定した。 

表―３ （参考）総費用総便益比 

総費用（現在価値化） ① 960,734 千円   

総便益（現在価値化） ② 1,482,514 千円   

総費用総便益比   ②÷① １．５４  
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８ コスト縮減や代替案立案等の可能性等（事業の効率性） 

○代替案の検討 

維持管理面や営農作業の効率性においては、できるだけ大きな区画とすることが有利である

が、地形条件や地域実情に応じた標準区画の設定が必要である。 

 

表―４  区画整理の形状による３案比較 

 

 

◇比較の結果、本地区では標準区画を０．５ha が妥当と判断されるため、採用する。 

 

  

概算事業費

○ △ ×

△ ○ ×

〇 × ×

○ △ ×

管理する畦畔が多く、省力化を目指す地域
実情に適さない。担い手農家が現状保有
する農業機械の能力を発揮しきれず、集約
化しても効率が悪い。

総合評価

事業費は比較案１に比べ若干高価となる
が、有効性、地域実情を踏まえた検討の
点で他案と比べ優れており、営農者の望
む区画形状である。

事業費が他案に比べて安価であるが、地
元の望まない整備方針となることから、計
画より除外する。

事業費が他案に比べ高価であること、また
他要件においても不適なため、計画より除
外する。

経済性
1.00 0.95 1.12

地域実情

黒大豆、採種（キャベツ）等の作付面積の
増加を計画しており、連作障害防止のため
の輪転や効率的な営農計画が立てやすい
という担い手の意見がある。

連作障害防止のための輪転等の営農計画
が立てづらく、種苗会社と契約している採
種（キャベツ）の作付計画に支障をきたす
恐れがあるとの意見。地権者より1.0ha区
画で換地されることに抵抗があるとの意見
がある。

有効性

現状保有している中型農作業用機械によ
る作業効率の点から適当である。

中型農作業用機械での作業効率は劣る。 短辺が30mでは、作業効率の改善としては
劣る。

対策概要

標準区画0.5ha(短辺50m) 標準区画1.0ha(短辺100m) 標準区画0.3ha(短辺30m)

案 標準区画　0.5ha 標準区画　1.0ha 標準区画　0.3ha

66,200千円 62,600千円 74,300千円

道 路

用水路（パイプライン）

100

1
0
0

用水路（パイプライン）

道 路

30 30

1
0
0

30

用水路（パイプライン）

道 路

50 50

1
0
0



関-12 

 

 

９ 良好な環境の形成及び保全 

（１）生き物調査について 

地域内の生き物調査を実施し、環境省及び京都府レッドデータブック等に記載の希少種を確

認している。 

（２）環境配慮対策について 

隣接する地区外の類似環境へ、植物種の移植、動物類（魚介類・両生類・は虫類・陸上昆虫

類）の捕獲避難等を行い、保全するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（３）府民協働参画の取り組み 

地域が持つ環境を把握し、事業完了後においても地域固有の環境が保持できるよう地域住

民に意識付けるため、事業実施前から、地元組織「関村おこし会議」が主体となって住民参加

の生き物調査を実施しており、毎年の実施を予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真―７ 水路の生き物採取状況         写真―８ 生き物を図鑑等により確認 

 

図―１０ 保全すべき種の移植検討図 

事業地区外の畦畔へ移植 

渓流箇所へ移植 

・ミズマツバ等植物種：従前表土等の活用で植生が 

回復される（確認数が少ない種は移植も行う） 

・動物類：適宜捕獲し、工事外へ避難 
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１０ 総合評価 

（１）事業を巡る社会情勢等 

農地を守る農業者の高齢化が進み、耕作放棄の可能性の高まりや、担い手への作業委託を

希望する農業者が増える状況となっているが、ほ場区画が小さいこと、農道が狭いことで、効率

的な農作業を行う上で妨げとなっていることから、担い手への農地集積・集約化が進んでいな

い。また、用水施設の老朽化による漏水などで農業用水の安定供給に支障を来していることや、

施設の維持管理に多大な労力が必要となっている。 

このため、区画整理、農道、用排水施設を一体的に実施する農地整備事業の必要性が高ま

っている。 

 

（２）事業の効果 

〇ほ場区画を大きくすることで効率的な農作業を行えることから、担い手への農地集積・集約化 

が可能となり、営農労力の軽減、生産性の向上を図ることができる。 

〇用水施設整備により、農業用水の安定供給が行えることと、施設の維持管理費用や労力の 

低減を図るができる。 

〇排水路を整備することにより、水田の乾田化が図れ、農業生産の維持と高収益作物導入によ 

り農業経営の安定を図ることができる。 

〇農地整備により、スマート農業等の新しい技術の普及が可能となり、継続的な農業経営を図 

ることができる。 

 

（３）良好な環境の形成及び保全 

現況の環境を保全するため、保全すべき種の移植や捕獲避難等を行うことで保存に努め、

良好な環境の形成及び保全を確保する。 

併せて、地域住民の府民協働参画による生き物観察会を実施することで、地域の環境保全

への意識の高まりが期待される。 

 

 

 

 

 

 

総合評価として、本計画により事業の新規着手が必要である。 
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作成年月日

作成部署

令和８年度～

区画整理工（整地工A=24.6ha、道路工L=4.8km、用水路工3.4km、排水路工3.6km）

暗渠排水工A=10.5ha

　―

主要な評価の視点

地球温暖化(Co2排出量等)

地形・地質

物質循環（土砂移動）

野生生物・絶滅危惧種

生態系

その他

ユニバーサルデザイン

水環境・水循環

大気環境

土壌・地盤環境

騒音・振動

廃棄物・リサイクル

化学物質・粉じん等

電磁波・電波・日照

その他

景観

里山の保全

地域の文化資産

伝統的行祭事

地域住民との協働

その他 ―

外部評価
令和７年度京都府農業農村整備事業の環境に係る情報協議会において、「農業農村整備事業の新規
予定地区等における環境との調和への配慮について」として情報交換・審議いただいた。（R7.10.16開
催）

3

〇 3

―

〇 4

―

―

地
域
個
性
・
文
化
環
境

〇 ・豊かな里山の農村景観を
有しており、その保全を図る
必要がある。

・現況の地形を考慮した農地や
導水路の配置を計画しており、
景観への影響を最小限にする。
・埋蔵文化財については、地図
や事前調査で分布を把握し、影
響を少なくするよう配慮する。
・生き物調査により、地域の多様
な動植物と農地との共存を意識
していただく。

3

〇

〇 3

〇 3

―

〇 3

―

―

3

〇 3

―

生
活
環
境

― ・集落が隣接しており、重機
での施工時の振動や騒音の
影響を最小限にする必要が
ある。
・工事施工中の濁り水が佐
濃谷川へ流出しないよう、配
慮する必要がある。

・低騒音・低振動型の機械を使
用し、周辺住民への影響を軽減
する。
・工事箇所から下流への排水を
抑え、工事の濁水による影響を
抑えるよう努める。
・コンクリート殻等は、再資源化
施設へ搬出するとともに、再資
源の利用に努める。

地
球
環
境
・
自
然
環
境

〇 ・事業地区内は、営農活動と
ともに豊かな自然環境や生
態系が存在しており、事業に
よる影響を最小限にし、保全
や回復が必要である。
・府レッドデータブック「絶滅
寸前種」のﾋﾒｺｳｶﾞｲｾﾞｷｼｮｳ、
「絶滅危惧種」のﾐｽﾞﾏﾂﾊﾞな
どが生息している。

・アイドリングストップを励行する
とともに、排出ガス対策型建設
機械を使用するように努める。
・従前表土の活用により、植物
種の回復に努める。また、動物
類の適宜捕獲避難を行う。

3

―

―

〇

関連する
公共事業

評価項目
施工地の環境特性と目標

環境配慮・環境創造のための措
置内容

環境

選定要否 評価

概算事業費 １，００３百万円 事業期間

事業概要

目指すべき
環境像

佐濃谷川流域の田園地帯で豊かな生態系や良好な自然環境など農村景観を将来に渡って
維持していく。

『環』の公共事業構想ガイドライン評価シート

令和7年10月29日

丹後広域振興局農林商工部地域づくり振興課

事業名 府営農業競争力強化農地整備事業 地区名 関
セキ
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関地区の事業の効果に関する説明資料 

 

○ 総費用総便益比の算定 

                                   

（１）総費用の総括                                        （単位：千円） 

 

区  分 

事業着手

時点の 

資産価額 

①  

当 該 

事業費 

 

②  

関 連 

事業費 

 

③  

評価期間 

における 

再整備費 

④  

評価期間 

終了時点の

資産価額 

⑤  

総 費 用 

⑥ ＝ 

① ＋ ② ＋ ③

＋④－⑤ 

当該事業 ― 778,038 ― 122,174 52,123 848,089 

その他 ― 0 ― 0 0 0 

計 ― 778,038 ― 122,174 52,123 848,089 

 

① 新設事業のため資産価額は該当なし 

② 当該事業費（消費税相当額を控除） 

③ 関連事業費は該当なし 

④ 当該事業で整備する施設の評価期間（48 年）において発生する再整備に要する事業費 

⑤ 評価期間終了時点の資産価額を耐用年数から算定 

⑥ 総費用は当該事業費と再整備費から資産価額を控除したもの 
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（２）年総効果額、総便益の総括                               （単位：千円） 

             区分 

効果項目 

年総効果 

（便益）額 

総便益 効果の要因 

食料の安定供給の確保に関する効果 

作物生産効果 27,951 493,344 区画整理、用排水施設整備を実

施した場合と実施しなかった場合

での作物生産量が増減する効果 

営農経費節減効果 27,857 491,684 区画整理、用排水施設整備を実

施した場合と実施しなかった場合

で営農経費が増減する効果 

維持管理費節減効果 △1,920 △34,045 区画整理、用排水施設整備を実

施した場合と実施しなかった場合

での維持管理が増減する効果 

農業の持続的発展に関する効果 

耕作放棄防止効果 584 10,308 区画整理を実施したことにより、

耕作放棄の発生が防止され、農

産物の生産が維持される効果 

農村の振興に関する効果 

地籍確定効果 725 10,485 区画整理を実施した場合と実施し

なかった場合で今後、国土調査実

施に要する経費との差額が節減

する効果 

その他の効果 

 

国産農作物安定供給 

効果 

△42 △739 区画整理、用排水施設整備の実

施により農業生産性の向上や営

農条件等が図られ、国産農産物

の安定供給に寄与する効果 

合    計 54,588 971,037  
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土地改良法（抜粋） 

 

国又は都道府県の行う土地改良事業 

第８５条 （申請） 

  第３条に規定する資格を有する者は、政令に定めるところにより、その資格に係る土地を含む 

一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行

うべきもの（以下「国営土地改良事業」という。）にあっては、農林水産大臣に、都道府県が行うべ

きもの（以下「都道府県営土地改良事業」という。）にあっては都道県知事に、それぞれ申請する

ことができる。 

 

 第３条に規定する資格を有する者：いわゆる３条資格者といい、農用地にあっては、所有権に 

基づく耕作者及び権原に基づく耕作者をいう。 

 

 
 


